
印西市開発事業指導要綱 

平成２５年３月１３日 

（告示第３６号） 

（目的） 

第１条 この要綱は、市の区域内で行われる開発事業に関し、必要な事項を定めることにより、無秩序な

環境破壊を防止し、事業区域及びその周辺地域における災害を防止するとともに、健全な生活環境の保

全と良好なまちづくりの実現に寄与することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 開発行為 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に基づく開発行為又は同法に基づく特定工作

物の建設をいう。 

(2) 建築行為 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に基づく建築物の建築をいう。 

(3) 開発事業 開発行為又は建築行為を行う事業をいう。 

(4) 事業区域 開発事業を行う土地の区域をいう。 

(5) 事業者 開発事業を行う者をいう。 

(6) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、上水道その他給水施設、下水道、河川、水路、治水及び利水

のための調整池、消防の用に供する施設その他公共の用に供する施設をいう。 

(7) 公益施設 教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設、交通施設、廃棄物処理施設、社会福祉施

設その他公益上必要な施設をいう。 

（適用対象） 

第３条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する開発事業について適用するものとする。 

(1) 事業区域が５００平方メートル以上のもの 

(2) その他市長が特に必要と認めるもの 

（適用除外） 

第４条 前条の規定にかかわらず、同条に規定する開発事業が次の各号のいずれかに該当する事業である

場合は、この要綱を適用しない。 

(1) 自己の居住の用に供する事業 

(2) その他市長が特にこの要綱の適用を要しないと認める事業 

（事前協議） 

第５条 事業者は、第３条に規定する開発事業を行う場合は、都市計画法第３０条に規定する申請、建築

基準法第６条に規定する申請その他法令の規定による当該開発事業に関する申請を行う前に、市長に印

西市開発事業事前協議（変更）申請書（別記第１号様式。以下「事前協議申請書」という。）及び開発

事業計画概要書（別記第２号様式）に別に定める必要図書を添えて提出し、あらかじめ市長と事前協議

を行わなければならない。 

２ 市長は、印西市開発事業指導審査会（以下「審査会」という。）を設置し、前項の事前協議申請書の

内容について、必要に応じて審査会に付議するとともに、前項の規定による事前協議が整ったときは、

開発事業事前協議審査通知書（別記第３号様式。以下「通知書」という。）により事業者に通知するも

のとする。 

３ 事業者は、前項の通知書に基づき、市長と再協議を行った上で、開発事業事前協議結果報告書（別記

第４号様式）を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による再協議が整った場合は、開発事業事前協議同意書（別記第５号様式。以下

「同意書」という。）を交付するとともに、市長が当該事業において必要があると認めたときは、事業

者と協議書（別記第６号様式）を取り交わすものとする。 
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（事業計画の変更） 
第６条 事業者は、前条第４項の規定による同意書の交付を受けた後に、当該事業の計画を変更する場合

は、変更する事業計画を踏まえて、再度市長に事前協議変更申請書及び開発事業計画概要書に必要図書

を添えて提出し、市長と変更協議を行わなければならない。ただし、市長が軽微な変更であると認めた

ときは、この限りでない。 
２ 前条第２項から第４項までの規定は、前項本文の場合において準用する。 
（整備基準） 

第７条 事業者は、都市計画法その他開発事業に係る関係法令等を遵守するとともに、別に定める印西市

開発事業整備基準（以下「整備基準」という。）により、公共施設及び公益施設（以下「公共公益施設」

という。）を自らの責任において整備しなければならない。 

２ 前項の整備に係る費用は、事業者の負担とする。ただし、第５条第４項に規定する協議書等により別

に取り決めがある場合はこの限りではない。 

（事業者の責務） 

第８条 事業者は、印西市基本構想をはじめとする市が定めた各種の基本計画、整備基準等に適合するよ

うに開発事業を計画しなければならない。 
（環境等の保全） 

第９条 事業者は、開発事業の施行に当たっては、環境の保全及び騒音対策に関し、次に掲げる事項を遵

守しなければならない。 

 (1) 騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）に規定する事項 

(2) 振動規制法（昭和５１年法律第６４号）に規定する事項 

(3) 環境基本法（平成５年法律第９１号）に規定する事項 

(4) 印西市環境基本条例（平成１１年条例第２号）に規定する事項 

(5) 印西市環境保全条例（平成１１年条例第３号）に規定する事項 

(6) 印西市環境基本計画に定める事項 

２ 事業者は、開発事業の施行に関し、前項に定めるもののほか、良好な環境を確保するため、自然環境

の保全と緑化推進に配慮しなければならない。 

（事業計画の周知） 

第１０条 事業者は、第５条の事前協議を行う前に、事業区域の見やすい場所に印西市開発事業事前公開

板（別記第７号様式）を設置するとともに、事業区域に隣接する地権者、周辺住民、町内会又は自治会

等に対して開発事業に関する説明を行い、後に紛争等が生じないよう努めなければならない。 

２ 事業者は、前項の事業説明後、事業計画説明結果報告書（別記第８号様式）を市長に提出しなければ

ならない。 

（中高層建築物） 

第１１条 事業者は、開発事業が印西市中高層建築物等指導要綱（平成２２年告示第１７２号）第２条に

規定する中高層建築物等に該当する場合は、日照及び電波障害について、事前に調査し、対策を講じる

とともに、当該要綱に基づく必要な手続を行わなければならない。 

（都市計画等） 

第１２条 事業者は、市が都市計画法に基づく地区計画等の決定及び変更を行う場合は、これに協力する

よう努めなければならない。 

２ 事業者は、地区計画の区域内において建築物の建築等を行う場合は、都市計画法第５８条の２の規定

による地区計画に係る届出手続等を行わなければならない。 

３ 事業者は、必要に応じ、建築基準法第４章に基づく建築協定、都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）

第５章に基づく緑地協定及び景観法（平成１６年法律第１１０号）第４章に基づく景観協定を締結する

ことができる。 
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４ 事業者は、必要に応じ、千葉県自然環境保全条例（昭和４８年条例第１号）第２６条に規定する緑化

協定を締結しなければならない。 

５ 事業者は、景観法に基づき良好な景観の形成に努めるとともに、必要に応じ、同法及び印西市景観条

例（平成３０年条例第２６号）に基づく届出手続等を行わなければならない。 

６ 事業者は、屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第２条に規定する屋外広告物を掲出しようと

するときは必要に応じ、千葉県屋外広告物条例（昭和４４年条例第５号）に基づく届出手続等を行わな

ければならない。 

（埋蔵文化財の保護） 

第１３条 事業者は、開発事業を行おうとする場合は、埋蔵文化財（以下「文化財」という。）の保護を

図るため、事前に事業区域内における文化財の有無及びその取扱いについて、市教育委員会と協議しな

ければならない。 

２ 事業者は、事業区域に文化財が所在する場合又は工事の施行に伴い新たな文化財を発見した場合は、

速やかに市教育委員会に報告し、協議しなければならない。 

（工事） 

第１４条 事業者は、開発事業に伴う工事車両の運行経路について、あらかじめ道路管理者と協議し、承

認又は許可を得なければならない。 

（防災計画及び災害の防止） 

第１５条 事業者は、防災計画を策定し、工事中の災害防止に努め、事業区域周辺の住民に迷惑をかけな

いよう配慮しなければならない。 

２ 事業者は、事業区域及びその周辺地域の地形、地質及び過去の災害の状況を事前に十分調査し、崖崩

れ、土砂の流出、出水、浸水、地盤沈下その他開発事業に起因する災害の防止に万全の措置を講じなけ

ればならない。 

３ 事業者は、工事用車両の安全運行及び工事用機械の安全な操作により事故防止に心掛けなければなら

ない。 
４ 事業者は、開発事業に起因する災害及び被害が発生したときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、

自らの責任において補修及び補償をし、その内容を市長に報告しなければならない。 
（被害の補償） 

第１６条 事業者は、開発事業の施行により、公共公益施設を損傷させた場合又は事業区域周辺に被害を

及ぼした場合は、事業者の責任において補償又は原状回復を行わなければならない。 

（立入調査） 

第１７条 市長は、必要と認める場合は、事業区域に立ち入り、開発事業の施行状況等の調査及び確認を

することができるものとする。 

（勧告） 

第１８条 市長は、この要綱に基づき、必要に応じて事業者に資料の提出を求め、開発事業の施行状況等

について勧告することができるものとする。 

（工事着手届） 

第１９条 事業者は、開発事業に係る工事に着手しようとするときは、開発事業工事着手届（別記第９号

様式）に工事の工程がわかる書類（以下「工事工程表」という。）を添えて市長に提出しなければなら

ない。 

（取りやめ届） 

第２０条 事業者は、開発事業を取りやめたときは、開発事業取りやめ届（別記第１０号様式）を市長に

提出しなければならない。 

（工事完了届及び検査） 

第２１条 事業者は、開発事業の工事が完了したときは、速やかに開発事業工事完了届（別記第１１号様
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式。以下「完了届」という。）を市長に提出し、検査を受けなければならない。 

２ 事業者は、市が管理することとなる公共公益施設を含む開発事業の工事が完了したときは、前項に規

定する完了届に開発事業公共公益施設完了検査願（別記第１２号様式）を添えて市長に提出し、検査を

受けなければならない。 

３ 事業者は、第１項又は前項の規定による検査により工事内容の不備の指摘を受けたときは、速やかに

是正の措置を行い、再度検査を受けなければならない。 

 

（工事完了確認通知書の交付） 

第２２条 市長は、前条による検査の結果、開発事業が完了したと認めたときは、印西市開発事業工事完

了確認通知書（別記第１３号様式。以下「確認通知書」という。）を事業者に交付するものとする。 

（都市計画法第２９条許可を受けなければならない場合の手続） 

第２３条 都市計画法第２９条の規定による許可を受けなければならない開発事業にあっては、第１９条

から前条までに規定する手続については、同法の規定による手続をもってこれに代えるものとする。 

（公共公益施設の帰属等） 

第２４条 事業者は、市が管理することとなる公共公益施設及び用地がある場合は、その帰属又は寄附に

ついて、都市計画法第３６条第３項の工事完了公告後又は第２２条の規定による確認通知書が交付され

た後に、帰属申出書（別記第１４号様式）又は寄附申出書（別記第１５号様式）を速やかに市長に提出

するものとする。 

２ 事業者は、市に帰属させ、又は寄附しようとする土地が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、

事前に当該各号に掲げる処理をしなければならない。 

(1) 所有権以外の権利が設定されている場合 あらかじめその権利を抹消すること。 

(2) 登記簿面積と実測面積に差がある場合 地積訂正を行うこと。 

(3) 現況地目と登記地目が異なる場合 地目変更を行うこと。 

３ 帰属及び寄附に係る一切の費用については、事業者の負担とする。ただし、第５条第４項に規定する

協議書等により、別に取り決めがある場合はこの限りではない。 

（瑕疵の補修） 

第２５条 市に帰属又は寄附した公共公益施設に瑕疵があった場合は、都市計画法第３６条第３項で規定

する工事完了公告の日又は第２２条により確認通知書が交付された日から２年を経過するまで、事業者

の責任により補修しなければならない。 

２ 瑕疵が事業者の故意又は重大な過失による場合は、前項の期間は１０年とする。 

（その他） 

第２６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
附 則 

（施行期日） 
１ この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 
（印西市開発行為等指導要綱の廃止） 

２ 印西市開発行為等指導要綱（平成１０年告示第３２号）は、廃止する。 
（印西市開発行為等指導審査会設置要綱の廃止） 

３ 印西市開発行為等指導審査会設置要綱（平成９年告示第７４号）は、廃止する。 
（経過措置） 

４ この告示の施行の際現に第２項の規定による廃止前の印西市開発行為等指導要綱第５条に規定する事

前協議申請書を市長に提出したものの申請、届出その他の手続については、なお従前の例による。 
附 則 

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 
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附 則 
この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 
この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

 



第１号様式（第５条） 

印西市開発事業事前協議申請書 

令和  年  月  日 

 

印西市長        様 

（申請者） 

住 所 

氏 名             ○印  

    

                          連絡先     （   ） 

 

印西市開発事業指導要綱第５条第１項の規定により、開発事業について事前協議を申請します。 

１ 事業区域の位置 印西市 

２ 事業区域の面積 実測 ㎡ 公簿 ㎡ 

３ 
開 発 事 業 の 

用 途 、 規 模 等 

[用途] [区画数] 

 区画 

[構造] [建築面積] [延床面積] [高さ] 

造   建て 
㎡ 

(建蔽率     ％) 

㎡ 

(容積率     ％) 
ｍ 

４ 区 域 区 分 等 

[区域区分] (用途地域) [防火地域] [高度地区] 

 
  

( ) 

[建蔽率] [容積率] [その他] ※地区計画など 

％ ％  

５ 設   計   者 

住 所 

氏 名 

連絡先    （   ）     担当者： 

６ 工 事 施 工 者 

住 所 

氏 名 

連絡先    （   ）     担当者： 

７ 
都市計画法に基づ 

く開発行為の有無 
有    ・    無（建築行為のみ） 

８ 工      期 令和   年   月   日 ～ 令和   年   月   日 

９ 
入 居 、 営 業 等 

開始予定年月日 
令和   年   月   日から 

 



第１号様式（第６条） 

印西市開発事業事前協議変更申請書 

令和  年  月  日 

 

印西市長        様 

（申請者） 

住 所 

氏 名             ○印  

    

                          連絡先     （   ） 

  

印西市開発事業指導要綱第６条の規定により、開発事業について事前協議の変更を申請します。 

１ 事業区域の位置 印西市 

２ 事業区域の面積 実測 ㎡ 公簿 ㎡ 

３ 
開 発 事 業 の 

用 途 、 規 模 等 

[用途] [区画数] 

 区画 

[構造] [建築面積] [延床面積] [高さ] 

造   建て 
㎡ 

(建蔽率     ％) 

㎡ 

(容積率     ％) 
ｍ 

４ 区 域 区 分 等 

[区域区分] (用途地域) [防火地域] [高度地区] 

 
  

( ) 

[建蔽率] [容積率] [その他] ※地区計画など 

％ ％  

５ 設   計   者 

住 所 

氏 名 

連絡先    （   ）     担当者： 

６ 工 事 施 工 者 

住 所 

氏 名 

連絡先    （   ）     担当者： 

７ 
都市計画法に基づ 

く開発行為の有無 
有    ・    無（建築行為のみ） 

８ 工      期 令和   年   月   日 ～ 令和   年   月   日 

９ 
入 居 、 営 業 等 

開始予定年月日 
令和   年   月   日から 

 ※変更部分を朱書きで明示すること 



第２号様式（第５条、第６条） 

開発事業計画概要書 

１ 

住
宅
計
画 

(1) 計 画 区 画 数  区画 １区画当たりの平均面積 ㎡ 

(2) 計 画 戸 数 
      戸（       棟） 

土地分譲     戸 建売分譲     戸 賃貸       戸 

(3) 計 画 人 口     人 ×   戸 ＝       人 

２ 

道 路 計 画 

（接道、新設道路計

画等の名称、幅員、

延長等） 

 

 

 

 

３ 

雨 水 排 水 計 画 

（新設・既設、放流

先、排水方法、貯留

抑制施設等） 

 

 

 

 

 

４ 

汚 水 処 理 計 画 

（新設・既設、放流

先、方法等） 

 

 

 

 

５ 給 水 計 画 
 

 

６ 公 園 計 画 
 

 

７ 緑 化 ( 緑 地 ) 計 画 
 

 

８ ご み 処 理 計 画 

 

 

 

９ 消 防 水 利 計 画 
 

 

10 駐 車 場 計 画 
 

 

11 

そ の 他 

（電柱計画、防犯灯

計画、自治会等の設

立計画等） 

 

 

 

 

 

備考 １については、開発事業が住宅用途の場合のみ記入すること。 



 

第３号様式（第５条） 

第    号 

令和  年  月  日 

 

開発事業事前協議審査通知書 

 

         様 

 

 

印西市長          □印  

 

 

令和  年  月 日付けで事前協議のあった印西市     地先の開発事業について

は、印西市開発事業指導要綱第５条第２項の規定により、下記のとおり通知します。 

なお、本通知書に基づき、必要に応じて関係部署と再協議を行い、開発事業事前協議結果

報告書（第４号様式）を提出願います。 

 

記 

 

事前審査通知内容 

 

 

 



 

第４号様式（第５条） 

 

令和  年  月  日 

 

開発事業事前協議結果報告書 

 

印西市長        様 

 

（事業者） 

住所 

氏名            ㊞  

 

令和  年  月  日付け      第   号の開発事業事前協議審査通知書に基づく協議

の結果を印西市開発事業指導要綱第５条第３項の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

通知事項 結果・対応 

  

 



 

第５号様式（第５条） 

第    号 

令和  年  月  日 

 

開発事業事前協議同意書 

 

 様 

 

 

印西市長        □印  

 

 

令和  年  月  日付けで事前協議のあった開発事業については、印西市開発事業指

導要綱第５条第４項の規定により、下記のとおり同意したので通知します。 

 

記 

 

同 意 事 項 

事 業 者 の 住 所 氏 名  

事 業 区 域 の 位 置 印西市 

事 業 区 域 の 面 積 ㎡（実測） 

開発事業の用途、規模等  

事 前 協 議 審 査 通 知 

年 月 日 及 び 番 号 
令和  年  月  日       第   号 

協 議 結 果 報 告 書 

提 出 年 月 日 
令和  年  月  日 

工 事 完 了 予 定 年 月 日 令和  年  月  日 

 備考 

１ 本同意書交付以降、事業計画を変更する場合は再度変更協議を行うこと。 

２ 「開発事業事前協議審査通知書」の事前審査通知内容を遵守すること。 

 



第６号様式（第５条） 

 

協 議 書 

 

印西市（以下「甲」という。）と    (事業者名を記入)    （以下「乙」という。）とは、

乙が施行する印西市           地先（事業区域面積        ㎡）における開発

事業について、下記のとおり協議書を締結する。 

 

記 

 

 協議項目 

  １  

  ２  

  ３  

 

  上記、協議締結の証として本協議書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

       千葉県印西市大森２３６４番地２ 

甲 印 西 市 

                        印西市長          □印  

 

                        

乙 事業者           ㊞ 

 

 

 

 



第７号様式（第１０条） 

 

印西市開発事業事前公開板〔作成書式〕 

 

 

印西市開発事業事前公開板 

事 業 区 域 の 位 置 印西市 

事 業 区 域 の 面 積          ㎡（実測） 

開発事業の用途、規模等  

工 期 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

事 業 者 

住 所 

氏 名 

連絡先 

設 計 者 

住 所 

氏 名 

連絡先 

工 事 施 工 者 

住 所 

氏 名 

連絡先 

事前公開板設置年月日 令和  年  月  日 

 ※標識板は、横幅６０ｃｍ以上、縦幅８０ｃｍ以上とする。 

 ※工事の終了まで事業区域内の見やすい場所に設置すること。 



 

第８号様式（第１０条） 

 

令和  年  月  日 

 

事業計画説明結果報告書 

 

印西市長        様 

 

（事業者） 

住所 

氏名            ㊞  

 

下記の開発事業について、印西市開発事業指導要綱第１０条の規定により、下記のとおり事業計画

の説明を行いましたので、報告します。 

 

記 

 

１ 事業区域の位置    印西市 

２ 開発事業の計画概要 

 

 

３ 説明内容等 

(1) 説明を行った地権者及び町内会等周辺住民の住所氏名 

 (2) 説明者 

 (3) 説明日 

 (4) 説明内容 

 (5) 説明に使用した資料（事業概要、日影図等） 

 (6) 説明に対する質疑、意見及び要望等 

 (7) (6)に対する回答、対応等 

 

 備考 ２及び３については別紙にまとめて報告しても可とする。 



 

第９号様式（第１９条） 

 

令和  年  月  日 

 

開発事業工事着手届 

 

印西市長        様 

 

（事業者） 

住所 

氏名            ㊞  

 

印西市開発事業指導要綱第１９条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 事 業 区 域 の 位 置 印西市 

２ 
事 前 協 議 同 意 書 

通知年月日及び番号 
令和   年   月   日        第   号 

３ 工 事 着 手 年 月 日 令和   年   月   日 

４ 工事完了予定年月日 令和   年   月   日 

５ 工 事 施 工 者 

住   所 

氏   名 

連 絡 先             担当者 

 

  備考 別途工事工程表を添付すること。 



 

第１０号様式（第２０条） 

 

令和  年  月  日 

 

開発事業取りやめ届 

 

印西市長        様 

 

（事業者） 

住所 

氏名            ㊞  

 

印西市開発事業指導要綱第２０条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 事 業 区 域 の 位 置 印西市 

２ 
事前協議同意書等 

年 月 日 及 び 番 号 
令和   年   月   日        第   号 

３ 取りやめした理由  

 

 

 



 

第１１号様式（第２１条） 

 

令和  年  月  日 

 

開発事業工事完了届 

 

印西市長        様 

 

（事業者） 

住所 

氏名            ㊞ 

 

印西市開発事業指導要綱第２１条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 事 業 区 域 の 位 置 印西市 

２ 
事 前 協 議 同 意 書 

年 月 日 及 び 番 号 
令和   年   月   日        第   号 

３ 工 事 完 了 年 月 日 令和   年   月   日 

４ 添 付 図 書 

□ (1) 事業区域図 

□ (2) 確定測量図 

□ (3) 土地利用竣工平面図 

□ (4) 給排水竣工平面図 

□ (5) 各種竣工構造図 

□ (6) 写真（工事前、工事中及び完成後の様子が分かるもの） 

  

  ※別途「完了検査 状況チェックシート」を添付すること。 

※提出前に当初計画と変更等がないか必ず確認すること。 



用地 施設 申請・提出
許可・承認・
了承等

土木管理課 R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　.

県印旛土木 R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　.

土木管理課 R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　.

県印旛土木 R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　.

水道課 R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　.

県水道局 R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　.

排水設備
（敷地内） R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　.

公共桝
（16条） R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　.

検査完了後台帳
を提出すること

5 クリーン推進課

検査完了後台帳
を提出すること

6 防災課

7 防災課
（水道事業者）

8 検査機関 R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　.

9 消防署 R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　. R　　.　　.

10 R　　.　　. R　　.　　.

11 R　　.　　. R　　.　　.

12 R　　.　　. R　　.　　.

・・・入力の必要なし 　↑赤枠内は必ず入力すること

・・・プルダウンで入力

地区計画

都市計画課

路外駐車場

完了届等
提出(報告)
年月日

ごみ集積所

防火水槽

消火栓

建築確認
（工作物確認）

消防設備
（基準法消防同意）

屋外広告物

3

4
下
水
道

下水道課

上水道

1
道路占用
（32条）

2
道路工事
施行承認
（24条）

　委任者　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当）　　　　　　　　　　　　　　（連絡先）

　工事施行者　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当）　　　　　　　　　　　　　　（連絡先）

NO 項　目 担当部署

帰属の有無 申請・許可等年月日

備　考
検査(確認)
年月日

検査済証
等交付
年月日

　申請地　：　印西市

印西市開発事業指導要綱　完了検査　状況チェックシート

　▼本チェックシートに申請者名及び該当項目に日付等を記入のうえ、工事完了届に添付してください。

　▼併せて、指導要綱以外の手続きに関する検査済証等の写しを添付してください。

　申請者　： 　用途　：　

　▼都市計画法第２９条許可案件については同法第３６条に基づく完了手続きを行ってください。

該
当
が
あ
る
場
合
は
指

導
要
綱
の
完
了
検
査
と

同
時
検
査



 

第１２号様式（第２１条） 

 

令和  年  月  日 

 

開発事業公共公益施設完了検査願 

 

印西市長          様 

 

（事業者） 

住所 

氏名            ㊞ 

 

印西市開発事業指導要綱第２１条第２項の規定により、下記のとおり公共公益施設の完了検査をお

願いします。 

 

記 

 

１ 事 業 区 域 の 位 置 印西市 

２ 
事 前 協 議 同 意 書 

年 月 日 及 び 番 号 
令和   年   月   日        第   号 

３ 工 事 完 了 年 月 日 令和   年   月   日 

４ 
整 備 が 完 了 し た 

公 共 公 益 施 設 
 

 



 

第１３号様式（第２２条） 

  第    号 

令和  年  月  日 

 

印西市開発事業工事完了確認通知書 

 

         様 

 

 

印西市長            □印  

 

 

令和  年  月 日付けで申請のあった下記の開発事業については、印西市開発事業指

導要綱第２２条の規定により、検査の結果、本指導要綱に基づく工事の完了が認められまし

たので通知します。 

 

記 

 

事 業 者 の 住 所 氏 名  

事 業 区 域 の 位 置 印西市 

事 業 区 域 の 面 積 ㎡（実測） 

開発事業の用途・規模等  

事 前 協 議 同 意 書 

年 月 日 及 び 番 号 
令和  年  月  日       第   号 

工 事 完 了 年 月 日 令和  年  月  日 

検 査 年 月 日 令和  年  月  日 

 

 



 

第１４号様式（第２４条） 

 

令和  年  月  日 

 

帰属申出書 

 

印西市長        様 

 

（事業者） 

住所 

氏名            ㊞ 

 

印西市開発事業指導要綱第２４条第１項の規定により、公共公益施設及び用地の帰属手続について

下記のとおり申し出ます。 

 

記 

 

１ 事業区域の位置   印西市 

 

２ 添付図書 

□ (1) 委任状（※手続を委任する場合） 

□ (2) 帰属される公共公益施設一覧表 

□ (3) 都市計画法第３６条第２項の規定による検査済証の写し 

□ (4) 印西市開発行為等の事務処理に関する規則第３条の規定による設計説明書 

□ (5) 協議書及び開発事業事前協議結果報告書の写し  

□ (6) 事業区域図 

□ (7) 土地利用竣工平面図及び確定測量図  

□ (8) 公図写し（分筆登記終了後のもの）  

□ (9) 土地登記簿謄本（地目変更後及び抵当権等権利抹消後のもの）  

□ (10) 各公共公益施設及び用地の確定測量図、竣工平面図、構造図等 

□ (11) 登記原因証明情報兼登記承諾書（別紙）  

□ (12) 印鑑登録証明書  

□ (13) 資格証明書（代表者事項証明書） 

 

 

  



 

（別紙） 

 

登記原因証明情報兼登記承諾書 

 

 

 下記目録の不動産は、令和  年  月  日公共施設敷地として、印西市へ都市計画法第４０条

第２項の規定により帰属したことを証するとともに、その所有権移転登記を実施されることに承諾い

たします。 

 

令和  年  月  日 

 

 

住 所 

氏 名           (実印) 

 

 

印西市長        様 

 

記 

 

 目録 

市 大字・字 地 番 地 目 地 積（㎡） 

印西市      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

  

完了公告日の翌日を記入 

複数ページとなる場合は割印要 

提出日を記入 



 

第１５号様式（第２４条） 

 

令和  年  月  日 

 

寄附申出書 

 

印西市長        様 

 

（事業者） 

住所 

氏名            ㊞ 

 

印西市開発事業指導要綱第２４条第１項の規定により、公共公益施設及び用地の寄附手続について

下記のとおり申し出ます。 

 

記 

 

１ 事業区域の位置   印西市 

 

２ 添付図書 

□ (1) 委任状（※手続を委任する場合）  

□ (2) 寄附される公共公益施設一覧表  

□ (3) 協議書及び開発事業事前協議結果報告書の写し  

□ (4) 事業区域図 

□ (5) 土地利用竣工平面図及び確定測量図  

□ (6) 公図写し（分筆登記終了後のもの）  

□ (7) 土地登記簿謄本（地目変更後及び抵当権等権利抹消後のもの）  

□ (8) 各公共公益施設及び用地の確定測量図、竣工平面図、構造図等 

□ (9) 登記原因証明情報兼登記承諾書（別紙）  

□ (10) 印鑑登録証明書  

□ (11) 資格証明書（代表者事項証明書） 

 

 

  



 

（別紙） 

 

登記原因証明情報兼登記承諾書 

 

 

 下記目録の不動産は、令和  年  月  日公共施設敷地として、印西市へ寄附したことを証す

るとともに、その所有権移転登記を実施されることに承諾いたします。 

 

令和  年  月  日 

 

 

住 所 

氏 名           (実印) 

 

 

印西市長        様 

 

記 

 

 目録 

市 大字・字 地 番 地 目 地 積（㎡） 

印西市      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

原因となる日を記入 

複数ページとなる場合は割印要 

提出日を記入 


